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Q1 

A. 

① 

業務改善助成金制度の目的は何ですか?

乙の助成金は、中小企業の

賃金と業務の改善を固が支援し、

従業員の賃金引上げを図るための制度です。

最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、最

低賃金引上げに向けて中小企業・小規模事業者を支援する目的で、設

付られているものです。

⑨ 
Q21業務改善助成金制度の概要は?

A 下記2条件を満たした場合に、

・助成金が支給されます。

裏表紙の44道府県に事業場を置く中小企業事業主が、次の事項を実施した場合

に、業務改善に要した経費の一部を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改

普助成金の上限は100万円です。)

(1 )最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃

金jという)を時間給または時間換算額(以下『時間給等jという)で40円以上引き

上げる賃金引上計画を策定し、引上げを実施すること。ただし、助成金申捕時に、

8∞円未満の時間給等の労働者を使用している必要があります。

(2) :労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の

増進に資する陵情・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業Jという)を実

施すること。

Q~ 支糊象となる事業主の鮒は?
A.下E附 "'0のすべてに該当する事業主です。

@次の寝tの「婁橿』に応じて①『資本金

の観または由貿の鎗観」また肱②「常時

使用する企舞金体の労働者顕』のどち

らかの要件を満たす事婁主であること。
(.1) 

m 
9 fj Ji~ -J~m) 

a:D 
t丑=劫._~ ~ 

~ 

①資本金の額又は出資の総額 ②常時使用する企鍵全体の労働者最

S億円以下の法人 300人以下

1値円以下の法人 100人以下

5，αlO万円以下の法人 10似以下

5，似国自万円以下の法人 50.人以下

@事寮場肉最低賃金が時間給帽で800円宋鋼の労働者を使用している事寮主であること.

@次の(1)賃金引土計画および(2)婁楊哉書計画(以下乙れらを『事震実施計画」と.，ーする}を簾定仏

各郵道府県労働周長(以下「労働周長Jという)に「中小企寮最低賃金号I土げ支援対債費欄励金(震務改普

助成金}受付申蘭書J(以下「受付申蘭書』という}を揖出し、受付決定を受付た事寮主であること。

(1)賃金引上計画
事業場内最低賃金の時間給等を40円以上引き上げる計画のことです。

(2)業務改善計画
襲務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する陵情・器具の導入、研修なのにかかる経費の
合計が10万円以上で、労働者の意見を聴いた計画のことです。

@事婁実施計冒に菖づき、~の措置を実施した事襲主であること.

(1)事業堀内最低賃金規程の作成
賃金引上酎画に基づき、就襲規則などで、事業場で最も低い賃金から時間給等で'40円以上高い事業場内最低賃金額を定
めてください。(最低賃金の減額特例許可を受けた労働者を除く)

(2)賃金引上げの実施
上記(1)により定められた就業規則などに基づき賃金を引き上げてください。(確認期間として1固の支払実績が必要です)

(3)業務改善の実施

業務改善計画に基づき業務改善を実施し、その経費として合計10万円以上の支払いを行うことが必要です。

..の(1)-(7)のいずれの場合に也.当しない事鍵主であること。

(1)交付申暗日の3月前から交付申暗目;が属する年度の末固までに、次の行為等を行った場合。

ア解雇を行うこと。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に定める「天災事変その他やむを得
ない事由のために事黛の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇
する場合」を除きます。

イ企業整備による人員整理等のため事業主が希望退職者を募り、労働者がこれに応じ、
または、退職の勧奨を行い労働者がこれに応じたこと。

ウ引上げ対象労働者以外の労働者(基本給が時間給または日i蛤の者に限る)の賃金(最低賃金法(昭和
34年法樟第137号)の第4条第1項の賃金に限る)を引き下げること。

(2)同一年度に、同ーの措置内容に対して固または地方公共団体からの他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けた場合。

(3)偽りその他の不正行指により本来受けることのできない各種助成金を受け、または受けようとしたことにより申請先の労働局長

から過去3年以内に助成金の不支給措置がとられている場合。

(4)支付申輔自の前日;から起算して3月前の日;から交付申請日のある年度の末固までの聞に、労働関係法令の違反により送検され

るなど支給することが適切でないものと寵められた場合。

(5)暴力団関係事業場であると罷められた場合。(交付要領の第2の1の(5)のオを参照。)この場合、既に業務改善助成金の支払

いを受けたものについても返還対象となります。

(6)地方消費税、法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)の未納がある場合。

(7)労働保険に加入せず、または加入していても直近2年間の労働保険料の未納がある場合。

@土田の8-.に基づ〈措置などの統況を明らかにする書調を聾備しτいる事鍵主で..る乙と。
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申請から支給までの
手続きの流れを教えてください。Q41支給対象となる業務改善とは? Q6 

A 対象となる業務改酬は以下の通りです。・(1)助成対象となる経費について
/戸~ 業務改善効果のある物品の購入、専門家への委託費などが主な対象となります。

(￥)m ア制度の舗
¥. ・ .J." I 11 事業場内最低賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタ、---.-ー『 ント経費

イ就業規則の作成や改正
事業場内最低賃金の引上げなどに伴う規定の作成・改正のための社会保険労
務士の手数料

ウ労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入
(ア)在庫管理、仕入業務の効率改普のためのPOSレジシステムの購入費用
(イ)作業効率や安全性の向上を目指した工場、唐舗の改装、横器などの鵬入費用

エ労働能寧の増進につながる研修
新股傭導入に必要な労働者の操作研修の費用， ， 

(2)業務改善と認められない経費の例

通常の事業活動に伴う経費および準ずる経費は対象となりません。
(3)対象となる期間

業務改善に要した費用は、交付決定後に実施したものに限ります。例えば、業務改善計画の策定を経営

コンサルタントなどに依頼した場合など交付決定前に実施したものは対象となりません。
(4)対象となる事業場

当該事業場の業務改普に要した費用のみを対象とし、同一企業であっても他の事業場の業務改普に要
した費用は対象となりません。

A. 鰯改闇善制助成即金飢…の申冊請蜘から技支給僻知ま灯で吻の…は下酌

おりとなります。申暗先は、事業場を管帽する労働局の賃金謀宣

(裏表紙の一覧参照)です。お気軽に御相識ください。

業務改善助成金の手続き

中小企襲 中小企.

計画簾定
支付申情書作成

①助成金
受付申箇

P5参照 P8参照

②実績報告

f 
中小企襲

Q51助成額について教えてください。

A.22公開!?立?ZFです。

制
金
一
肌

糟
成
払

蜘
助
支

刻
③ ④賃金

状況報告
P9参照 P10参照

(1 )選定額

表2の2欄の助成対象経費の実支出額に3欄の補助事を乗じて得た額と1欄の基準額(上限額)とを比
較して、いずれか少ない方の額を選定額とします。また、助成対象経費の下限は10万円といその場合の
助成額は5万円もしくは、7万5千円となります。

(2)助成額

上配(1)の還定額と絡事業費からこの事業についての収入額(寄附金を除く)援を控除した額とも比較し
て少ない方の額が助成額となります。
聖誕例えば、新製品の開発を瑚成事実とする場合に、認作品を民雌販売する場合の売上が該当します。

参考
事業実施計画の作成は、国が委託して設置している「最低賃金総合相醸支援センタ

ー」で、経営面・労働面の専門家が無料・秘密厳守でお手伝いします。お気軽にご利

用・ご相酸いただけます。

最低賃金総合相談支援センターとは

.経営面・労働面の専門家を配置し、相談・コンサルティングを

ワンストップで行っています。

・課題に応じて専門家の派遣を行います。

・センターでは、経営労務管理シンポジウムも開催します。

・センターの所在地と開設目は、都道府県労働局賃金課室にお尋ねください。

交付要綱第3条第1項に掲げる経費のうち、謝金、旅費、 11 2分の1

借損料、会由貿、雑役務費、印刷製本質、備品質、原材料費、 11 (小規模事業者(※)は、
横揖装置等購入費、試作・実験費、造作費及び醤託費 11 4分の⑪

(注.l算出された合計額に1，0∞円未満の噌llt1生じた場合に線、これを切り捨てるものとします.

旬、6、7買の交付申蘭書、国庫補助金所要領聞書、事耳障実施計画書記入例参照)

※常時使用する労働者の銀が企集会停で叩人以下の事提場となりますので、欝鋼はお問い合わせください。

{寝2)

3 4 
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手続きの願に沿って

①交付申請書、②実績報告書、③支払請求書、
④賃金状況報告の書き方と留意事項について脱明します。
※色宇は毘入倒

【交付申請書等の書き方と留意事項について】
助成事業申請に対して労働局長が、助成事業として交付決定または不交付決定を

行いますので、その決定後、事業実施計画の実施に着手してください。

固①交付申請書(交付要綱様式第1号)

様式第l号

E雪
平成;26年4月10日

福岡労働局長 福岡県太郎 殿

平成26年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

受付申請書

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の交付を受けたいので、下

記の書類を添えて申帽します.

1000， 000~ 
の

掲岡~の最も低い時間a告を、現在の'730 円から'780 円 1:引きょげるこ1:: 1:: l、

平成 26年5s1日から適用す畠.

また、動員事官t.tt.'t:l1POSレジシぇテムレジを導入する

3 国庫補助金所要額調書(別紙)

(添付資料)

rτ葉実 施問書

2 その他参考となる書類

①法人坐記簿謄本

争

②納税証明書(浦安筏xぴ地方消費貌3
③納税証明...<浪人税)

④ 労働保険料申舎...xぴ納付奮の!fL

⑤掠泌を希望する金融機関名

⑥ 業務c:t.経費に係畠見積... 

@添付書類

{平成2<<-夜、平成25年度)

1.事婁実施計圃書(配入倒1:6ページ・7ページ参照)
2.法人畳配簿謄本(法人の場合)※

.事婁場において文書番号を
使用されている場合に記入し

てください。

@事難場の所在地、名称を記
入してください。

.法人の場合1:代表植を有す
る者の署名または配名押印

をしてください。

@別抵の国庫補助金所要額圃

書の国庫補助所要額を毘入

してください。上限額1:1∞万
円です。

@賃金引上計画および軍務改

普計画の概要を記入してくだ

さい。

@例示された書類のほかに労

働局が必要と認める書類も

添付してください。

② 
3.消費説および地方消費税、法人税(法人の場合)、所得観{個人の場合)の未輸がな

いことを説事署が恒明する納税旺明書。※

4.直近2年聞の労働保険料申告書および納付書の写し

5.握込を希望する金融梅園名、支唐名、口座種題、口座番号及び口座名轟人がわかる寄頚(揖式任意)

業法人登記簿謄本、混濁暑の納税E明書などの公的梅闘が，苦行する匪明書類は、
申前前3カ月以内に作成されたものとして〈だきし、。

別紙

国庫補助金所要額調書

区分 総事業費 fl&.SO 差引額 対象経費 対象経費支出 基準額 選 定 額 国庫補助 国庫補助

(A-B) 支出予定額 予定額に (EとFを比叡し 基本額 所要額

補助率(※)を て少ない方町慣) (C!:Gを比較して

乗じた額
少ない方自頓]

A B C D E F G H 

中小企業 r.600•0司 0円 1.600.000 1.600.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
最低賃金 円 円 円 内 円 円

引上げ支

' ' 援対策費

補助金(業

務改善助

成金)

※2分の1(ただし、企業全体で常時使用する労働者の数が30以下の事業場にあっては、4分の3)

.金額は消費税を含んだ額で記入してください。

@賦作品のテスト販売の売上げなどが醸当し志す。

.r国庫補助基本額 HJの金額から千円未満を切り捨てた金額を肥入してください。

事業実施計画書(交付要領様式第1号)

様式第1号

閉I添

事 業 実 施 計 画 書

a 
①資本金又は

10z000tPJ詳諸説ll 申請企業の規模等 出資の総額 25人

@本底所在地 .. 京都千代lOll{霞が関1-2-2

①事業場の名称{株式舎桂貧梧同~-
③労働保健番号 40101 qqqqqq 

2 業務 ③所在地 T 812-0013 

改善等を 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
行う事業場 @電話番号 01-234戸 56'1自 @ 

⑤常時使用する
10 人 ⑥事業の種類

労働者の数 小売量

3 助成事業の概要

ー(1) 賃金引上計画

ア賃金が時間給等
労働者職指名

性
生年月日

採用 時間給または

800円未満の労働者 BIJ 年月日 時間換算額

何は川lを隼畳面含舞金陸曾掴賃4以時肉金下1贋1巴2nE腫鎗ゴEbも等察B低団省】い施内伺

鼠~莫
JJ 

昭和62年 平成22年 '130円
厚生一郎 '7 J! 21回 4月1司

E且売翼
女

昭和62年 平成22年 '130円
労働花子 QJ!10日 4月1a

鼠発異{リーダー) 昭和5Q.年 平成20年 '1QO円
基準三郎

JJ 
6}f5司 4月1a

イ事業場内最低 ①賃金計算期間

賃金を40円以上引き 1日~末日
上げる計画

②賃金支払日

翌月16日

③引上げ年月日 平成26年 5月 1日

i!上噛 凶 国 伊
史明 円から '180円へ)ー

@法人の場合に記入してく

ださい。

@事難場が本唐の場合で
も記入してくださも、。

.日:本橿準産集分類に基

づき記入してくださL、
@醸当労働者が多〈、書きき

れない場合は、別紙(様式

任意)に記入してください。

.rア賃金が時間給等鉱氾
円未濁の労働者Jの置も

低い労働者の賃金額と

一致させてください。

6 
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。事轟轟内最低賃金量肢を定め

た蔵書組員fl(寮} 質量視型

(事量場内最怯曽貴)

a 
@事業場内最低賃金に聞する条文を配入

してください。
第 104匝毒事章婚におはる最も低い賃金額は、時間給瓦は時間

換算・ 7自O円Eする.ただし最低質量治(昭和!14年治体

第 137号}事T量に基づ〈最低賃金時頑顧の特例許可止畳けた

暑を除(.

2 前墳の賞金額には.最怯賢岳法114-畢113項民貴島{.骨骨量

算人L0: ，，~.主主、時間接算額町算出方議11、最佐官壷泊施行温

刑事2量咽定める Eニーに立高.

事3量ニ町規包t主、平成26lf.5月 Taから施行する.

(2)業務改善計画

必要性、内容及v拠鑑方法 第艦予定時期

POSレジシステムの導入1:よリ、司宵

品町在庫状況、初卸L作曹キd陸上げ状

;)(.の骨折に晶署~~晶時聞を 20%程

度短縮す晶 ζEが"0，労働能率伺増

進を図るこ Eがfきる.

①平成26年 5月16司

①パソヨン、サーバ

③平成26年 5月161'1

②ソフトウェア

③平成26年 5月16司

⑤'POS楓畢

レiシートず I};;'タ 2告

バーコードスキャナ 6(1 

ヲベルプ・Jシタ 2告

キャヲiシュ Fロ7 2台

市スタマーディスプレイ 2e 

費用見込頓合酔

@欄外の※1に基づき記入してください。

@掴外の※2に基づき記入してください。

不支飴要件の解雇などがあった場合には、

支給穫であっても全額回収します。

@過去に、業務改普助成金の支績を受けてい

る場合には、「有」にOをつけ、その受給した

年度を書いてください。

@同一年度内に、問ーの事業について園、地

方公共団体などの補助金の申聞、交付法

定、支蛤を受けている場合にほ、「有jにO
をつ付、その名称を書いてください。

@偽りその他の不正行為により本来受付るこ

とのできない各種助成を受付、または畳げよ

うとしたことにより、申情先の労働周長から

過去3年以内に助成金の不支結措置がとら

れている場合は支給対象となりません。

費用且込綱

@粂文の施行予定日は附則として配入して

ください。

@労働能率の増進に効果があることを具体

的・定量的に記入してくださL、
a 

① 300.000同 @消費説を含んだ額で記入してください。

00 400.口00円

⑨ q日0.000同

咽
1，600，000珂}

@別紙「国庫補助金所要額圃書Jの「越事

婁費 AJと一致します。

(3) 労働飽阜の噌進に資する業務改嘗併画に対する労働者自民1(7)意見

意.Il..i:且k、 a恥

(主任原発買 制陽子ア

意見

POS レジ;，ステム司書事入じよ q 、有轟町在庫管室に品.f.~ (t晶暗闘が短縮fきる E思う

のf、計画面に脅威Lます.

(心事業完了予定期日 平成 26年 6月 1日日

4 交付申帽前三月聞の解雇毒事の状況蝿2

G三伊
5 票務改骨助成金の受給の有無

【 回 ・無 用 駒場合、輔し昨度 |平成24、25年度

8 他の助成金町受給、申輔自有無

【 有・ 【的 問 駒場合、助成金の名称|

7 その他

(過去S年問、酬紬局から献金時不支給制山られいません. ? 

調医1 ..  晴世.":刻書集書に盤司院している労‘者から一入車んで〈ださν、な加、 jt業量剛句作成1且護軍について降、

当曹事量調・に労・同町匂椙平司院で事繍除する労情誼舎がf>tl.舎においてはその労.組合、勿.者時過半量で組措ずる型?

-合がない・舎においては".帽骨量辛敏を僧愛する"'~なります[当院事業暑の-Qが常時 10人未輔の.

合を含t>.I.

測隊2 解雇.1:11. 鋼幅反民事後その他やむを得恥申自のために事..，.聾.. 不可瞳となうた絹晴Z世労働婚の貧

めに婦'1''''曹司修歯に盆若いて解植した揚舎は、 その闘を置噂して下軒、'.1のほかに、 m金量目劇11'よる人員盤圃

.のため事鍵主が給量過・禽を.~， 労・者がこれにZ巴た掴時. または、 通.由舗揖企骨い勿曲者がζれに応巴視E

.合、 ②引上げ対象労個者以外品妙圃者櫨坤噛が時間蛤または闘俗画者に阻る. 1の賃金を引きすげ~ ~ 主です.

園②実績報告書(交付要綱様式第7号)

様式第7骨

補両労.周長 補凋明再活k阿 国量

116号

平成26年 守 月 1a 

:.!::?ZFf 
平成26年度中小企業最低賃金引上げ支援対置費補助金(乗務改善助成金}

事業実蹟報告書

標記について、下配のとおり輔皆する.

1 a庫補働金輸軍書{且IJ紙)

2 事業費抱結果報皆

別君臨『事章寓揖鎗畢報告書』のII号明

-3 c:その他，帯となる聞 事'
【①骨骨暑の賃金骨帳 E圃

【② ... 置組郎、量且書[事L)l!I

【@頓極書 E・
(@事典{寄人前、噂λ橿).IB

記

事業実施結果報告
(交付要領様式第7号)

@法人の場合に記入してください。

.事聾場が本唐の場合でも記入してください。

@日本橿準塵集分類に基づき記入してください。

.酸菌労働者が多く、書ききれない場合は、別紙(様

式任意)に記入してください。

E噸 国庫補助金精算書

医分 .事a・

l喝iF・
婚由自国.--酒定・ . .  纏勤 -・・・b 交付決定

't.幽e・Rヨ直也"・" 'KとF 道鴇噂‘ 目時. .  • 
祖肱・t・3 t比篇し {Cと0

を"'"企叡 て少亀い .. u嘩し
j"，..， て少ない

方-

d、 B c D B F G 日 Z z 
中小企明 白内 IOJ.回訓河白1mmt I，2OO，Q官

1
1，001，噌1mmt ?凪D官1.00畠置E円f凪皿官

島.健
賃金ヲl

上げ支
.1貯.
.・助
金側幅

iI;・駒-調医2分(l)1 (j徒だい金量金体で何時噌閣す.~・・省の置が柏町下の事量婦に~~て~.骨の3)

.事業場の所在地、名詠を記入してください。

.例示された書類のほかに労働局が必要と寵める書類も

添付してください。

.確認期間として申請前3四分、引上げ後1四分の引上げ対

象労働者を舎も全労働者の貫金台岨を還付してください。

.常時使用する労働者の教が10人未満の事婁場の場合

は、監督署への届付出は必要ありません。

.婁事改普に要した費用が確毘できる書面白(例頓収書の写し)

@婁務改普措置を確毘できるものを添付してください。

.金額1:消費税を含んだ慣で記入してください。

@民作品のテスト販売の売上げなどが醸当します。

様式篇7管

jl1 I匝

事 業 実 施 結果報告

@資本企又 血
喧喧ヨ量全体l!l!r時

叩，0田千円 25人

1 市輔企業白調槙等
出資め健綱 す畠労.者申徴

@本贋所在地 阜.~.千代司回区置が岡1-2-2

①事運温B名事 総式合祉置場・凋4; J・

@労.保健審号 40101 qqqqqq 

2 草田!

改普等司E ⑤所在地
〒812-0日叩

待ラ事業場
格岡県格問嘗惇'区惇JIt車2-11-1

@電話番母 01-234-5678 

@常時値周する

労働者白書k 10人 @事業四種類 小企章

3助焼事擦の実施結畢

【1】費量号lよ怖冊目実施輯県

ア事業場町で量も低も喧栓ωr下『事賓場内量低賃金』という.)0)引上げ結果

σ3 賃金官f揮期閣

T同~牟同

〈イ3賃金支払日

量~ 16ヨ
〈ウ〉 引上げ年月日正び頓 平成 26年 5月 1日

引上げ額 50円( '180円か邑 マ'80円内、a3 

-{ ..間省軍a曲阿未開の骨骨密の買金の引上げ官軍見

色
引上げ附句 引上げ 司1上げ慢の野信者聴指名 別 生年月日 探周年月日
時間頓 年月日 時間閉

.晶貝 田圃和62牟 平底:22'" 7Sロ円 調~，ç6年 りr80円
専生ー却 月F吊21同 4吊1関 5吊1闘

圃即祖a・ 筆.，

受ス前. 組回忌鍋

【K-I】

K L 

。同 ，1，(1l1J1X1同

8 
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ウ 事業場内最低賃金規定を定めた就業規則及び過半数労働者代表者等の意見書

別添写LのEお'J.

(2)業務改善計画の実施結果(納品書、領収書等を添付すること。)

必要性、内容及び実施方法 実施時期 費用額

POSレジシステムの導入によリ、商品

内在庫状況、棚却 L作章や売上げ状況の

舟析に晶婁ピなる時間が20%程度短縮

するこピができ、労働能率円増進を図る

ニビができた。 a ①平成26年5月16日 ①300，000円"

@必要性については具体的に記入してく

ださい。
①パソコン、サーパ

②平成26年5月16日 ②400，000円

②ソフトウェア

③POS機器
③平成26年5月16日 ③QOO，OOO円

レシートプリンタ 2告

，マーコードスキャナ 6告

ラベルプリンタ 2告

キャッシュドロア 2告

申スタマーディスプレイ 2告

費用額合計 1，600，000円

4 交付申請日の三月前から事業実績報告までの聞の解雇等※の状況

世L

5 業務改善助成金の有無

⑤ 無 |有の場合、助成金の名称 | 平成24、25年度

8 同一年度内の他の助成金の受給、申請の有無

有 ⑤ |駒場合、助成金の名称 | 
7 その他 A 
(過去3年間、福岡帯働局から助成金の不支給措置はEられTいません。 ア

※解雇等とは、 解雇{天良事変その他やむを得ない事由のために事藁の融粧が不可能となった場合又は労働者の責

@消費税を含んだ額で記入してください。

@偽りその他の不正行為により本来受け

ることのできない各種助成を受けまたは

受けようとしたことにより、申輔先の労

働局長から3年聞にわたる助成金の不

支給措置がとられている場合は支給対

象となりません。

めに掃すべき事由に基づいて解雇した場合は、その曽を記載して下さい.)のほかに、①企業整備による人員整理

等のため事業主が希望退職者を募り、労働者がこれに応じた場合、または、退珊の勧奨を行い労働者がこれに応じた

場合、骨引上げ対象針働者以外の労働者(基本給が時間暗または日給の者に限る。)の賃金を引き下げることです。

園
③助成金支払請求書

(交付要領様式第8号)

@事業場の所在地、名称を記入してください。

@労働局長名の交付額確定通知書に記載された

文書番号および金額を記入してくださし、。

@濁点は1マスとして記入してください。また、「ツJ、
「ヤJなど小さく書く場合でも大きく書いてください。

例;(誤)カイシャ→(正)カイシヤ

様 式 第B号

平成26年 日月 1日

福岡労働局長殿

法人の名称及v代表者の氏名を記入してください。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

支払請求書

平成26年 7月 20日付け福 労発基第61号平成26年度中小企業最低賃金引上げ支援対策

費補助金(業務改善助成金)交付額確定通知書により、下記 1の事業場に係る確定した助

成 金 額1，000，000円の通知を受けた件について、下記2へ振り込むよう請求します。

1 賃金及び業務の改善を行った事業場

2 助成金の振込先

口座の種類

普通・当座

|骸当するものをOで

L図んで下さい.

口座名義(カ夕方ナ}

※口座名義は最上欄のマスから右に書いて下さい。

備考

業務改善助成金受給後の手続き

助成金を受給した事業主は、労働局長に対し受給後の解雇、賃金等の状況を報告す

るため賃金状況報告を提出してください。

この報告を行わない、または虚偽の報告を行った場合は、交付決定を取り消し、支給し

た助成金を回収する場合があります。

困④賃鍬況報告
(交付要領様式第9号)

様式第9号

福岡労働局長殿

平成2'7年 4月 5日

干81 2 -0 0 1 3 (1lL OQ2-XXX -XXXX) 

申請事業主住所 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1

氏名 株 式 会 社 賞 福 岡 庖

代表取締役社長東京支部 印

事章主が法人である場合は、主たる事寝所の彦再生地、

法人の名称"&.V持表者の氏名を記入して〈ださい.

賃金状況報告

..平成26年 7月20日福労発基61重量をもって交付額確定の通知を受けた空盛2亘空度中

小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)について、【平成2'7年 3月

31親 在の助成金を受けた事業場の賃金の状況を下記により報告します@

記

1 対象期間について

交付申請日の三月前から平成2'7年 3月 31日まで

2 解雇等淡の状況について

解雇等の事実は一切品。ません。

3 賃金改善計画に基づいて引き上げた労働者の賃金の状況について

賃金改善計画1:基づいT平成 26年 5月 1日に引き上げた賃金li、引き続きその額

f支払っTいます。平成 26年 10月 1日付けf労働者00量採用LまLたが、雫の

賃金額は、事業場内最低賃金額時間給'780円E同額l:L、引き続きその額を支払っ

Tいます。

滋解雇等とは、解雇[天提事変その他やむを得な』事由のために事業の抽輔が不可健となった場合又は労働者の責

めに掃すべき事闘に基づいて解雇した場合は、その旨を配噂して下さい。)のほかに、①企業整備による人員整

理等のため事業主が希望退珊者を事り、労働者がこれに応じた場合、または、退職の勧奨を特い労働者がこれにE

Eた場合、骨引上げ対象労働者以外の労働者(基本給が時間給または日給の者に眠るJの賃金を引き下げることですユ

@労働局長名の交付額確定

通知書に示す文書番号を

記入してください。

8STEP2の実績報告を、。12月31固までに

提出した場合・・・

3月31固までの状況を

翌年度4月30固までに

。1月1日以降に

提出した場合・..

翌年度6月30固までの

状況を7月31固までに

参考
交付決定後から助成事業完了までの聞に、申請時の助成事業の内容などに変更が生じた

場合には、次の手続きが必要となります。詳しくは申請先労働局賃金課室にお尋ねください。

助成事業実施中のその他の手続き
(1 )申請の取り下げ(交付要綱第6条関係)

(2)計画変更の申請および、承認(交付要綱第8条関係)

(3)助成事業の中止または廃止の申請(交付要綱第9条関係)

(4)事業遅延の届出(交付要綱第10条関係)

(5)状況報告(交付要綱第11条関係)

10 



お問い合わせ・申踊先

集積改普助成金支給対象道府県の労働周賃金隈室ー覧

画亙亘盈
乙園旬珊関陣色町鴫周囲・v、
υψ"~'i壱・...

聞在地

干O臨.a5開札幌市北区北8条酉2丁目1番1号札幌第1合周IT舎9隈

〒伺0-85弱膏議市販町2-4-25・5健合同庁舎

〒O処-8522 盛岡市盛岡駅西温一丁目9番15号盛岡篇2合同庁舎

〒銅3-8585仙台市宮織野区鉄砲町1番組仙台第4合同庁舎8階

干01().個別 教国市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎

〒鈎o-d弱7 山形市香澄町3丁目2番t号山交ピル3階

干9臨-8021 福島市霞町1-46福島合同庁舎5F

〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31茨場労働舗合庁舎

〒3処O倒5 宇極宮市明録野町1番4号宇都宮第2地方合同IT舎4階

〒371-8弱7 前'市大渡町1丁目10香7号瀞属県公社総合ピJj，8F

干3拠-6016 さいたま市中央区新事1~11-2 ランド・アクシス・タワー15F

〒舘O-d612 千歳市中央区中央4丁目11香1号干麓第2地方合同庁舎

干9時-8625 新潟市中央区質咲町1-2-1新淘費咲合同斤舎2号館3階

〒舗0-8509富山市神通本町1丁目5香5号富山労働鎗合IT舎

干9却-0024 金沢市西念3丁目4番1号金沢駅置合同庁舎5陪

〒910-85国福井市春山1丁目t番54号福井春山合同1T舎9階

干4叫 -85n 甲府市えの内1丁目1番11号

〒錫0-8572 長野市中御所1丁目22-1

〒5∞-8723 肢阜市金竜町5丁目13番地岐阜合同庁舎3踊

干42G<栂39 静岡市襲区追乎町9番50号僻岡地方合同庁舎3M

干4即-8507 名古屋帯中区三の丸2丁目5香1号名古屋合同庁舎第2号館

干514-8524 海市島崎町327香2泊箆ニ地方合同庁舎4薗

〒520-∞57 大津市御幸町6番6号

〒叡外心制6 京極市中京区胃笹町週E御池上ル金攻町451

干6国4倒4 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワ-16F

〒回0-d5河察良市法車町担7事良錦3地方合同庁舎

干臼0-8581 和敬山市爆国ニ丁目3番3号和敬山労働総合庁舎2甫

〒飼0-8522 鳥取市首安2丁目回一9

干6拠-0841 松江市向島町134番10松江地方合同斤舎5F

干7飢同611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同1T舎

干73C凶5羽広島市中区上八丁場6番30号広島合同庁舎2号館

〒7時-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館

干7加。851 徳島市徳島町域内6番地6徳島地方合同IT舎1F

〒7臨'()()19 高松市サンポート3書割号 高松サンポート合同斤舎3"

干7拠-85舗松山市若草町4番地3松山若草合同IT舎 5F

〒7即8嗣8 高知市南金田1香39号

干812，剖13 楠岡市博多区博多駅東2-11-1 掴岡合同庁舎新館4F

〒制().()即1 佐賀市駅前中央3T目3香初号佐賀.2合同庁曾

干目時伺担 長崎市万才町7-1住友生命長崎ピル6薗

干踊0-8514 熊本市西区'日2-10-1餓本地方合同IT曾9階

干g再咽37 大分市東春日町17:番初号大分銅2ソフィアプラザピル6F

〒回().()舶5 宮崎市極通東3丁目1番包号宮崎合同庁舎2帽

〒892.・邸35 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎

開港心舗覇覇市おもろまち2丁目1番1号車問112泊方合同庁舎1号館3甫

電置・ー

011・709-2311
017-734-4114 
019-604-3008 
022・299-8841
018-883-4266 
023-624-8224 
024・536-4604
029-224-6216 
028-63牛9109
027剖仏5∞5
048-600-6205 
似3-221-2328
025・288-3504
076-432-2735 
076-265-4425 
On6-22・2691
055-22ι2854 
026-223-心555
058-245-8104 
054-254-6315 
052-972，心257
059-226-2108 
on・522，圃6654
075-241-3215 
078-367-9154 
0742-32，圃0206
073-488田1152
0857・2与1705
0852-31-1158 
086・225圃2014
082-221-9244 
083-995-心372
088-652，・9165
087-811-8919 
089-93与5205
088-885-6024 
092-411-4578 
0952-32，・7179
095-801-0033 
096-355-3202 
097・536-3215
0飽与38-8関6
099・223-8278
098-868-3421 


